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議 事 の 経 過 

【開催時期】 

  ９月～１１月 

【開催概要】 

   令和４年度第１回坂戸市地域福祉計画審議会（書面開催）について 

【出席者】 

  委員１１名 

【議事】 

（１） 令和３年度実績報告について 

（２） 令和４年度事業計画について 

（３） 市民くらし安心カード及び高齢者救急情報カードについて 

【配付資料】 

資料１－１…【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和３年度実績報告 

資料１－２…【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和４年度事業計画 

資料２－１…市民くらし安心カードの仕組み 

資料２－２…市民くらし安心カード（様式） 

資料２－３…市民くらし安心カードの回収状況について 

資料 ３ …高齢者救急情報カード 

委 嘱 状 交 付 等 

 委嘱状の交付 （新任委員のみ）                      

議 事 の 内 容 

質 問 者 議 題 ・ 質 問 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料番号１－１【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和３年度実績報告 

資料番号１－２【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和４年度事業計画 

資料番号２－１～３【市民くらし安心カード】 

 

（市民くらし安心カードについて） 

令和４年度における取組内容ですが、未提出世帯を対象とした配

布・回収事業の実施とありますが、転居されて来る方の提出が殆ど無

いのですが、市民課の窓口で配布される時に説明は無いのでしょう

か。それとも本人が個人情報を教えたくないので提出しないのか。そ

の家を訪問しても、民生委員を知らないので、見ず知らずの他人が訪

問しても、疑われるだけの場合もあり、提出までいかないケースも多

いのですが、市で何か手立てを考えているのでしょうか。 

 

 坂戸市への転入世帯については、市役所で転入に伴う手続を行う際

に市民課より市民くらし安心カードを配布しておりますが、転居世帯
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については、現在配布しておりません。また、未提出世帯に対しては

民生委員の方に適宜訪問していただいておりますが、御指摘のよう

に、御提出いただけない場合もございます。 

こうした現状を改善し、民生委員の認知度を高めるため、市広報や

市ホームページへの記事掲載を行う等、積極的な周知を図る必要があ

ると考えております。転居世帯については、今後、転入世帯同様に手

続き時に配布することを検討し、市民課と連携を図ってまいります。 

 

資料番号１－１【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和３年度実績報告 

資料番号１－２【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和４年度事業計画 

 

（成年後見制度について） 

     成年後見制度(市民）の相談会として城山荘、ことぶき荘で行って 

いますが来荘者で希望者に DVDなどの利用活用はいかがでしょうか。

（また、コミュニティーの場での PRなどを行ったのちに相談会の開

催など。） 

 

成年後見制度の利用促進と適正な運用に向けて、市では制度の周知

啓発に取り組んでおります。 

城山荘及びことぶき荘への来荘者に向けて、ＤＶＤが視聴できるよう

にすることなどは、周知啓発の一つ手法として、今後検討してまいり

ます。 

 

資料番号２－１～３【市民くらし安心カード】 

 

（市民くらし安心カードの様式について） 

家族構成記入欄 5人以上の世帯はどこに書くのか。その他、備考欄

に書くのか。少し迷います。 

 

現在、５人以上で構成される世帯については、市民くらし安心カー

ドを複数枚記入していただき、御提出していただいておりますが、記

入例に５人以上で構成される場合の記入方法が記載されていないた

め、今後、様式等の見直しを検討してまいります。 

 

資料番号１－１【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和３年度実績報告 

資料番号１－２【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和４年度事業計画 

 

（再犯防止等の推進について） 

保護司の欠員について、今後も退任者が出ます。人員確保の取組が
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必要。保護司会と共にぜひ一考を。（女性保護司も不足大です。）※こ

の組織だけではなく、人員不足は、共通課題とは思いますが。 

 

平成２８年１２月に「再犯の防止等の推進に関する法律」が成立し、

再犯防止活動の中心を担う保護司の人員確保の対策については、更な

る強化が不可欠であると考えております。 

 市では、例年、社会を明るくする運動の強化月間である７月に、広

報さかどへ更生保護についての特集記事の掲載およびＳＮＳ等で周

知活動を行っております。 

 引き続き、上記の周知活動に加え、保護観察所や各保護司会と情報

連携を取りつつ、保護司のやりがいを周知出来る機会の確保について

研究してまいります。 

 

【坂戸市地域福祉計画（第３期）P79 市民活動団体への支援体制の

充実】 

 

さかっちバスを利用して、駅ピアノを聴けたらと思い寄ってみた。

雨、平日、時間帯が悪かった為か、演奏者はなかった。それでも聞く

側、演奏する側、人々の捉え方は様々であろうが、とても良い雰囲気

を醸し出していた。住みよいまちづくりの一環として、良い結果を期

待したい。 

 

坂戸駅ストリートピアノにつきましては、市民に愛されるステンド

グラスのある坂戸駅において、行き交う方に音楽を通じて楽しみや安

らぎを感じてもらいたいという願いから「坂戸駅ステンドグラス未来

ピアノの会」の発案により、市と協働で設置を進めてまいりました。

今後も多くの方に音楽の楽しさや安らぎを提供できるよう「坂戸駅ス

テンドグラス未来ピアノの会」と協働し、市民の皆様に愛されるスト

リートピアノを目指してまいりたいと考えております。 

 

資料番号１－１【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和３年度実績報告 

資料番号１－２【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和４年度事業計画 

 

（地域の支え合いの組織づくり） 

脳出血後遺症による左辺麻痺障害の夫の転倒の心配が常にありま 

す。私一人では助けられないので、その時には、ご近所の方々にお助

け頂いています。地域の住民による仕組み作りを切望します。 
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市では、支援が必要な高齢者を地域で支えるため、地域づくりにつ

いて話し合う協議体を設置し、生活支援体制の整備事業を実施してお

ります。多様な生活支援サービスの提供体制を構築するため、協議体

で地域の課題を見つけ、解決に向けて取り組んでおり、住民による、

住民のための助け合い活動もあります。住民が住み慣れた地域で自分

らしく暮らし続けることができるよう、今後も生活支援体制整備の充

実に努めてまいります。 

 

資料番号１－１【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和３年度実績報告 

資料番号１－２【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和４年度事業計画 

 

（福祉サービス事業者などとの連携強化） 

坂戸保健所で、入退院支援ルールとはどの様なルールですか。 

 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で暮らし

を続けられるよう、入退院時に相談する流れ等をフローチャートや表

にまとめております。具体的には、退院前に介護保険を申請するか否

か、また、すでに介護認定がある方は、医療機関やケアマネージャー

等と、いつ、どのように相談するかを、本人・家族及び関係機関ごと

に、時系列で示しています。 

   

資料番号１－１【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和３年度実績報告 

資料番号１－２【第３期坂戸市地域福祉計画 取組一覧】令和４年度事業計画 

 

避難行動支援を具体的にどう行うのか教えて頂きたい。 

 

自力で避難することが難しく、第三者の支援を希望する方からの申

し出により避難行動被支援希望者登録台帳を作成します。その後、地

域で避難行動被支援希望者宅を訪問、支援方法などを確認し、個別支

援計画書を作成します。避難等の際は、計画書に則って避難の支援な

どを行っていただくことになります。 

なお名簿の情報は、平常時は自主防災組織の代表者へ、災害が発生ま

たは発生する恐れがある場合には、警察・消防などの行政機関に提供

し、安否確認等に活用することとなっています。 
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